
難病法による医療費助成のしくみ

①受給者証を提示し、医療を受ける

②請求③支払
【受給者証による医療費軽減】
①自己負担割合が２割

②自己負担上限額（月額）
※所得に応じた区分あり

県庁（審査支払期間を経由）

医療機関（薬局、訪問看護含む） 受給者（対象患者）


